
協議会の構成委員開催概要
○ ⽇時：平成28年8⽉17⽇（⽔）
○ 会場：佐伯市役所

【問い合わせ先】
国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 調査課
〒８７６－０８１３ 大分県佐伯市長島町４－１４－１４ ℡ ０９７２－２２－１８８０

主な意⾒等

・番匠川の減災に係る取組⽅針及び今後のスケ
ジュールについて意⾒交換を⾏い了承された。

「第２回番匠川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会」開催

平成28年8⽉17⽇に「第２回 番匠川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会」を開催し、
佐伯市、⼤分県、気象庁⼤分地⽅気象台、国⼟交通省佐伯河川国道事務所が⼀体と
なってハード及びソフト対策を推進し、番匠川の⼤規模⽔害に備える「減災に係る取
組⽅針」を策定しました。
本取組⽅針では、番匠川において⼤規模な洪⽔が⽣じた場合、急激な⽔位上昇や避

難路の浸⽔による避難の遅れが懸念されることや、佐伯市街部で堤防が決壊すると広
範囲に浸⽔が拡がり、甚⼤な被害が発⽣するおそれがあること、近年、⼤規模な洪⽔
氾濫を経験していないため、住⺠の⽔防災意識の低下が懸念されるなどの課題を確認
し、これらの課題を踏まえ、５年間で達成すべき⽬標を「迅速な避難⾏動」と「社会
経済被害の最⼩化」を⽬指すこととし、ハード対策とあわせて、市、県、国が⼀体と
なり計画的に推進する取組として、防災情報提供や⽔防災教育、的確な⽔防活動の強
化などのソフト対策の取組をとりまとめました。

議事内容

・ソフト対策の取組が中⼼となるが、住⺠への周知・宣伝も必要である。
・今回作成した取組⽅針に基づき、国、県、市が連携し各々の責任と役割のもと、ハード
及びソフト対策を推進し、安全安⼼の確保と発展に努めたい

組　　織 氏　　名

佐伯市長 西嶋　泰義

大分県　土木建築部　河川課長 広瀨　啓二郎

大分県　生活環境部　防災対策室長 田邉　隆司

大分県　佐伯土木事務所長 湯地　三子弘

気象庁　大分地方気象台長 若林　正夫

国土交通省　佐伯河川国道事務所長 白田　雅彦

佐伯市 ⻄嶋市⻑


